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(57)【要約】
　ヒンジ蓋付きボックスとして構成された外側パック１
０と、密封ブロックとしての内側パック１１を有する、
シガレットパックは、この内側パック１１のための開口
フラップ２１、および、この開口フラップ２１の操作の
ための閉鎖ラベル２３を備えている。この閉鎖ラベル２
３は、操作フラップ２８を用いて、蓋前壁３４の内側面
に固定されており、且つ、蓋３０と共に、開口位置に移
動可能である。圧力部片４５、４６は、蓋前壁３４の内
側面に対して、接着領域を有する閉鎖ラベル２３の押し
付けを生じさせる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォイル、有利には、密封フォイルから成る内側パック（１１）と、蓋（３０）を有す
る、特に、ヒンジ蓋付きパック、もしくは、跳ね開き蓋パックである外側パック（１０）
とから成る、特に、シガレット群（１２）のためのパックであって、
その際、前記内側パック（１１）が、有利には、数回にわたって使用可能な閉鎖ラベル（
２３）を備える、取出し開口部（２２）を有し、
前記閉鎖ラベルが、永続的に作用する粘着でもって、前記内側パック（１１）に固定され
ており、且つ、有利には、内側端壁（１６）の領域内において、並びに、少なくとも１つ
の隣接する内側前壁（１３）の領域内において延在しており、
その際、前記閉鎖ラベル（２３）が、自由な端部領域において、グリップフラップ、もし
くは、操作フラップ（２８）を有しており、
この操作フラップが、前記蓋（３０）－蓋前壁（３４）－の内側面と、前記蓋（３０）の
操作の際に前記閉鎖ラベル（２３）が前記蓋（３０）によって、開口位置、もしくは、閉
鎖位置に引っ張られるように、永続的に結合されている様式の上記パックにおいて、
前記蓋（３０）の内側面との、前記閉鎖ラベル（２３）、もしくは、前記操作フラップ（
２８）の、有利には粘着またはシーリングによって形成される結合の領域内において、突
出部（４５、４６）が形成されており、
前記突出部が、前記外側パック（１０）の閉鎖、もしくは、前記蓋（３０）の折り畳みの
際に、特に、前記外側パック（１０）の製造、及び／または、この外側パックの使用の際
に、前記閉鎖ラベル（２３）、もしくは、操作フラップ（２８）に対して、
これら閉鎖ラベル、もしくは、操作フラップが、結合領域でもって、前記パックの所属し
て設けられた壁－蓋前壁（３４）、もしくは、蓋内側タブ（３９）－に対して押圧される
ように、圧力を加えることを特徴とするパック。
【請求項２】
　前記蓋前壁（３４）、もしくは、内側面に設けられた前記蓋内側タブ（３９）は、
少なくとも１つの、特に、型押しによって形成され、内側に向かって－前記内側パック（
１１）への方向に－整向された突出部、もしくは、隆起部－相手側突出部（４６）－を有
しており、前記相手側突出部に、前記閉鎖ラベル（２３）、もしくは、前記操作フラップ
（２８）の結合領域が、（粘着）結合の形成のもとで接し、
その際、有利には、ヒンジ蓋付きボックスとして構成された前記外側パック（１０）が、
、カラー部前壁（４８）、および、このカラー部前壁（４８）の領域内において切欠き部
（４９）を備える、カラー部（４７）を有しており、
その際、前記突出部（４５、４６）が、前記カラー部前壁（４８）の切欠き部（４９）の
領域内において、有利には、この切欠き部（４９）を区画する横方向エッジ部のすぐ上側
で設けられていることを特徴とする請求項１に記載のパック。
【請求項３】
　前記内側パック（１１）の内側裁断片、特に、この内側パック（１１）の内側での内側
カラー部（４２）、もしくは支持部材－トレー－は、
前記蓋（３０）との前記閉鎖ラベル（２３）の結合の領域に至るまで延在しており、およ
び、少なくとも１つの外方へと－前記蓋前壁（３４）へと－整向された、有利には、型押
しによって形成された突出部（４５）、もしくは、隆起部を、特に、前記蓋前壁（３４）
の内側面における前記（相手側）突出部（４６）に対向して位置して、および、この（相
手側）突出部に相応して、有しており、
その際、有利には、前記内側パック（１１）内において設けられた内側カラー部（４２）
－トレー－が、トレー前壁（４３）を有しており、このトレー前壁が、基本的に、前記内
側パック（１１）、もしくは、前記シガレット群（１２）の高さにわたって延在し、且つ
、上側の端面側の領域内において切欠き部（４４）を有しており、
その際、前記突出部（４５）が、この切欠き部（４４）の下側で、有利には、中央で、前
記内側カラー部（４２）のトレー前壁（４３）の領域内において設けられていることを特
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徴とする請求項１または２に記載のパック。
【請求項４】
　前記閉鎖ラベル（２３）の－それ以外は接着剤無しの－操作フラップ（２８）の内側面
は、折り畳みによって、外方へと－前記蓋前壁（３４）へと－指向し、
その際、折り畳みによって外方へと整向された、前記操作フラップ（２８）の側面に、特
に、ストリップ形状の接着領域（４１）としての構成された接着剤が附設されていること
を特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記載のパック。
【請求項５】
　前記閉鎖ラベル（２３）は、側方の保持ストリップ（５０）を有して、少なくとも前記
内側端壁（１６）の全幅、もしくは、全面にわたって延在しており、前記保持ストリップ
が、パーフォレーション線（５１）によって、前記閉鎖ラベル（２３）－主ストリップ（
７１）－の中間の部分から境界を付けられており、
その際、前記蓋（３０）の最初の開口の際に、前記閉鎖ラベル（２３）が、前記内側パッ
ク（１１）から解離され、且つ、前記保持ストリップ（５０）から分離されることを特徴
とする請求項１から４のいずれか一つに記載のパック。
【請求項６】
　フォイル、有利には、密封フォイルから成る内側パック（１１）と、蓋（３０）を有す
る、特に、ヒンジ蓋付きパック、もしくは、跳ね開き蓋パックである外側パック（１０）
とから成る、特に、シガレット群（１２）のためのパックであって、
その際、前記内側パック（１１）が、有利には、数回にわたって使用可能な閉鎖ラベル（
２３）を備える、取出し開口部（２２）を有し、
前記閉鎖ラベルが、永続的に作用する粘着でもって、前記内側パック（１１）に固定され
ており、且つ、有利には、内側端壁（１６）の領域内において、並びに、少なくとも１つ
の隣接する内側前壁（１３）の領域内において延在しており、
その際、前記閉鎖ラベル（２３）が、自由な端部領域において、グリップフラップ、もし
くは、操作フラップ（２８）を有しており、
この操作フラップが、前記蓋（３０）－蓋前壁（３４）－の内側面と、前記蓋（３０）の
操作の際に前記閉鎖ラベル（２３）が前記蓋（３０）によって、開口位置、もしくは、閉
鎖位置に引っ張られるように、永続的に結合されている様式の上記パックにおいて、
厚壁状の材料、特に、ボール紙から成る、調整部片、もしくは、結合部片（５２）が、前
記操作フラップ（２８）の領域内における、前記外側パック（１０）の内側面、もしくは
、前記内側前壁（１３）において設けられており、この操作フラップ（２８）が、前記調
整部片、もしくは、結合部片（５２）と（粘着によって）結合されており、
その際、前記結合部片（５２）が、有利には、自由な外側面において、前記蓋前壁（３４
）の内側面と、もしくは、蓋内側タブ（３９）と、
前記蓋（３０）の開口の際に、前記閉鎖ラベル（２３）、もしくは、この閉鎖ラベルの操
作フラップ（２８）が、結合部片（５２）でもって捕捉可能であり、且つ、前記蓋（３０
）によって、前記閉鎖ラベル（２３）と共に開口位置へと移動可能であるように、結合さ
れていることを特徴とするパック。
【請求項７】
　前記結合部片（５２）は、前記外側パック（１０）のカラー部（４７）に、特に、カラ
ー部前壁（４８）の切欠き部（４９）の領域内において、
有利には、前記結合部片（５２）の外側面が、－閉鎖された前記蓋（３０）の場合に－前
記カラー部前壁（４８）と同一平面上にあるように、設けられていることを特徴とする請
求項６に記載のパック。
【請求項８】
　前記結合部片（５２）は、横方向に整向された、ストリップ状の裁断片として形成され
ており、且つ、有利には、前記カラー部前壁（４８）と解離可能に結合されており、
その際、有利には、この結合部片（５２）が、前記カラー部前壁（４８）の切欠き部（４
９）内において、適合して－輪郭に追従して－設けられており、および、残余結合部（５
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５）を介して、一体的に、前記カラー部（４７）の裁断片と結合されており、
その際、前記蓋（３０）の最初の開口の際に、前記閉鎖ラベル（２３）の連行のもとで、
前記結合部片（５２）が、前記カラー部（４７）との結合から取り外し可能であることを
特徴とする請求項６または７に記載のパック。
【請求項９】
　前記閉鎖ラベル（２３）の操作フラップ（２８）は、内側で、前記結合部片（５２）と
、有利には、接着剤ストリップ（５３）によって、および、
前記結合部片（５２）が、前記蓋前壁（３４）の内側面と、もしくは、前記蓋内側タブ（
３９）と、接着剤によって、有利には、２つの平行な接着剤ストリップ（５４）によって
、結合されていることを特徴とする請求項６から８のいずれか一つに記載のパック。
【請求項１０】
　フォイル、有利には、密封フォイルから成る内側パック（１１）－内側裁断片－と、蓋
（３０）を有し、比較的に剛性のパック物質、特に、ボール紙から成る、特に、ヒンジ蓋
付きパック、もしくは、跳ね開き蓋パックとして構成された外側パック（１０）とから成
る、特に、シガレット群（１２）のためのパックであって、
その際、前記内側パック（１１）が、取出し開口部（２２）を有し、
この取出し開口部が、－本来的に－開口フラップ（２１）によって、有利には、内側端壁
（１６）の領域内において、および、内側前壁（１３）の端面側の接続する領域内におい
て、延在しており、且つ、前記内側パック（１１）のフォイル内における弱め線（５８）
によって区画されている様式の上記パックにおいて、
前記開口フラップ（２１）が、直接的に、前記外側パック（１０）と、特に、外側パック
の前記蓋（３０）と、有利には、蓋前壁（３４）内側面と、
前記外側パック（１０）の蓋（３０）の（最初の）開口の際に、前記開口フラップ（２１
）が、前記内側パック（１１）の取出し開口部（２２）の形成のもとで、前記内側パック
（１１）の結合から取り外し可能であるように、結合されており、
その際、有利には、前記開口フラップ（２１）が、パック前側面、もしくは、前記蓋前壁
（３４）の領域内において、舌状部（５９）として構成された端部領域を有しており、
その際、前記開口フラップ（２１）の端部領域、特に前記舌状部（５９）が、前記蓋前壁
（３４）の内側面と、－粘着によって－、有利には、開口フラップ（２１）、もしくは、
舌状部（５９）の外側面における接着剤ストリップ（６０）の配設によって、結合されて
いることを特徴とするパック。
【請求項１１】
　前記内側パック（１１）の開口フラップ（２１）を区画するパーフォレーション線（２
０）は、部分パーフォレーションとして、
この内側パック（１１）の多層状のフォイルの幾つかの層だけが切断されており、このフ
ォイルの少なくとも１つの被膜、もしくは、層が、しかしながら、一貫して閉鎖された状
態に留まっているように、形成されていることを特徴とする請求項１０に記載のパック。
【請求項１２】
　前記内側パック（１１）は、内側カラー部前壁（４３）、および、有利には、この前壁
（４３）の端面側の領域内における切欠き部（４４）を備える、内側カラー部（４２）を
有しており、
その際、前記開口フラップ（２１）の部分領域、特に、前記舌状部（５９）が、接着剤ス
トリップ（６０）でもって、前記内側カラー部（４２）のトレー前壁（４３）領域内にお
いて、前記切欠き部（４４）の下側で、位置決めされており、
その際、有利には、前記開口フラップ（２１）が、前記内側カラー部（４２）のトレー前
壁（４３）の領域内における前記切欠き部（４４）の幅よりも少ない幅を有していること
を特徴とする請求項１０または１１に記載のパック。
【請求項１３】
　前記外側パック（１０）は、カラー部の無い、ヒンジ蓋付きボックス、もしくは、ヒン
ジ蓋付きパックとして、
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前記蓋前壁（３４）が、閉鎖されたパックの場合、直接的に、前記内側パック（１１）の
内側前壁（１３）に、特に、前記開口フラップ（２１）、もしくは、前記接着剤ストリッ
プ（６０）に接するように、形成されていることを特徴とする請求項１０から１２のいず
れか一つに記載のパック。
【請求項１４】
　グリップ－、もしくは、操作フラップ（２８）でもって、有利には、数回にわたって使
用可能な閉鎖ラベル（２３）によって閉鎖されている、取出し開口部（２２）を備える、
フォイルから成る、内側パック（１１）と、ヒンジ蓋付きパック、もしくは、跳ね開き蓋
パックとして構成されている外側パック（１０）とから成る、特に、シガレット群（１２
）のためのパックであって、
前記外側パックは、ボックス部（２９）と、蓋前壁（３４）の内側面に対して折り畳まれ
た蓋内側タブ（３９）を備える蓋（３０）とから成っており、
カラー部前壁（４８）とカラー部側方タブ（６２）とを備える、有利には、別個の裁断片
から形成されたカラー部（４７）を有し、
その際、前記カラー部前壁（４８）が、前記蓋（３０）、もしくは、前記内側パック（１
１）の内側端壁（１６）に向かって開口する切欠き部（４９）を形成しており、
この切欠き部の領域内において、前記閉鎖ラベル（２３）が、少なくとも、前記内側パッ
ク（１１）の内側前壁（１３）に接する脚部－前面脚部（２４）－を有して設けられてい
る様式の上記パックにおいて、
前記切欠き部（４９）が、前記カラー部前壁（４８）の全幅にわたって、
この切欠き部（４９）が、側方で、カラー部側方タブ（６２）によって区画されるように
、延在していることを特徴とするパック。
【請求項１５】
　傾斜エッジ部（６１）、もしくは、八辺形のエッジ部として、または、円形エッジ部（
６９）としての、前面側の直立したパックエッジ部を有する構成の場合、
前記カラー部側方タブ（６２）において、
前記傾斜エッジ部（６１）または円形エッジ部（６９）に相応して量られた縁部ストリッ
プ、特に、傾斜脚部（６７）または円形脚部（７０）は、前記カラー部前壁（４８）の切
欠き部（４９）の区画のために設けられていることを特徴とする請求項１４に記載のパッ
ク。
【請求項１６】
　前記ヒンジ蓋付きパックのボックス部（２９）に向けられ、横方向に整向された前記カ
ラー部前壁（４８）の切欠き部（４９）の境界－カラーエッジ部（６５）－は、
ボックス前壁（３１）を区画する、前記蓋（３０）に向けられ、横方向に整向された閉鎖
エッジ部（６３）の領域内において、または、この閉鎖エッジ部の下側で、即ち、ボック
ス前壁（３１）によって覆われて延びていることを特徴とする請求項１４または１５に記
載のパック。
【請求項１７】
　シガレット群（１２）を包装するための内側裁断片を備える内側パック（１１）と、
ヒンジ蓋付きパック、もしくは、跳ね開き蓋パックとして構成されている外側パック（１
０）とから成る、特に、シガレット群（１２）のためのパックであって、前記外側パック
は、ボックス部（２９）と、蓋前壁（３４）の内側面に対して折り畳まれた蓋内側タブ（
３９）を備える蓋（３０）とから成っており、
カラー部前壁（４８）とカラー部側方タブ（６２）とを備える、有利には、別個の裁断片
から形成されたカラー部（４７）を有し、
その際、前記カラー部前壁（４８）が、前記蓋（３０）、もしくは、前記内側パック（１
１）の内側端壁（１６）に向かって開口する切欠き部（４９）を形成しており、
この切欠き部の領域内において、有利には、閉鎖ラベル（２３）が、前記内側パック（１
１）の取出し開口部（２２）を開口または閉鎖するために設けられている様式の上記パッ
クにおいて、
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前記カラー部前壁（４８）の切欠き部（４９）と前記蓋内側タブ（３９）とが、大きさ、
及び／または、（幾何学的な）形状、及び／または、位置決め、もしくは、位置に関して
、
この蓋内側タブ（３９）が、有利には、閉鎖された蓋（３０）の場合に、前記切欠き部（
４９）の、完全に内側で位置するように、互いに適合されていることを特徴とするパック
。
【請求項１８】
　前記カラー部前壁（４８）の切欠き部（４９）は、自由な側へと末広がりの境界エッジ
部－ウェブエッジ部（７３）－を、
前記カラー部前壁（４８）の領域内において、前記切欠き部（４９）を区画するウェブ（
５７）が、有利には、傾斜して整向された前記ウェブエッジ部（７３）を有して形成され
ており、および、前記蓋内側タブ（３９）が、側方エッジ部（７５）でもって、有利には
、台形状に形成されており、これら側方エッジ部が、折り畳まれた前記蓋内側タブ（３９
）の場合、前記ウェブエッジ部（７３）に対して、即ち、前記切欠き部（４９）の側方の
境界エッジ部に対して、（ほぼ）平行に延びているように、
有していることを特徴とする請求項１７に記載のパック。
【請求項１９】
　前記切欠き部（４９）は、前記カラー部前壁（４８）の領域内において、前記外側パッ
ク（１０）のボックス部（２９）の領域に至るまで、即ち、ボックス前壁（３１）の領域
に至るまで延在しており、
その際、有利には、このボックス前壁（３１）が、閉鎖された蓋（３０）の場合の窓部（
７６）の形成のために、切り抜き部、もしくは、開口部を、横方向に整向された閉鎖エッ
ジ部（６３）の領域内において有しており、
その際、有利には、前記カラー部前壁（４８）の切欠き部（４９）が、この窓部（７６）
が完全にこの切欠き部（４９）の領域内において設けられているように、形成されている
ことを特徴とする請求項１７または１８に記載のパック。
【請求項２０】
　前記パックに対して横方向の－前記閉鎖エッジ部（６３）に沿っての－、前記窓部（７
６）の寸法は、前記蓋前壁（３４）と前記蓋内側タブ（３９）との折畳みエッジ部－蓋エ
ッジ部（４０）－の長さに、
特に、前記窓部（７６）の寸法がほぼ前記折畳みエッジ部、もしくは、前記蓋エッジ部（
４０）の長さに相当しているように、適合されていることを特徴とする請求項１７から１
９のいずれか一つに記載のパック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１、及び／または、請求項６、及び／または、請求項１０、及び／ま
たは、請求項１４、及び／または、請求項１７の上位概念の特徴を有する、特にシガレッ
ト群のためのパックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特に湿気および芳香を通さないフォイルから成る内側包装体を有するシガレットパック
は、種々の構成において公知であり、その際、シガレット群および内側包装体が、１つの
（密封）ブロックを形成している。
【０００３】
　このシガレット群、もしくは、密封ブロックは、特に、１つの開口部のための粘着性の
閉鎖ラベルを有して構成された、特別な、数回にわたって使用可能な開口補助体を備えて
いることは可能であり、この開口補助体が、消費者によるパッキング内容物の取出しの後
、再び閉鎖位置に移動され得る。
【０００４】
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　この閉鎖ラベルは、特に、グリップフラップを用いて、手で操作され得る。シガレット
パックは公知であり、これらシガレットパックの場合、内側パックの閉鎖ラベルが、端部
片でもって、永続的に外側パックとしての跳ね開き蓋パックの蓋の内側に固定されており
、従って、この蓋の操作の場合、この閉鎖ラベルが、開口－、または、閉鎖位置に移動さ
れる（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ヨーロッパ特許出願公開第２　１５５　５６８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記の、または、類似の構成のパックにおける改善に関連する。
一方では、（外側）パックの蓋との閉鎖ラベルの（粘着性の）結合の、信頼性の高い形成
のための構成は重要である。他方では、ブロック形状の内側パックにおける、閉鎖手段、
もしくは、閉鎖ラベルの、精確で信頼性の高い装着の軽減のためのパックの形態、並びに
、パックの最適な外観は、重要である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記の課題を解決するために、請求項１、及び／または、請求項６、及び／または、請
求項１０、及び／または、請求項１４、及び／または、請求項１７の特徴を有するパック
が形成される。
【発明の効果】
【０００８】
　パックの１つの有利な構成において、閉鎖ラベルと、外側パック、もしくは、蓋との間
の結合の自動的な形成のために、合目的に、突出部、もしくは、加圧部片がこのパックに
附設され、
これら突出部、もしくは、加圧部片が、このパックの製造の際に、及び／または、このパ
ックの使用の際に、一方では、閉鎖ラベルの操作フラップの領域内における、および、他
方では、蓋前壁の内側面における結合位置の領域内における、局部的な押圧力の形成に基
づく（粘着状の）結合を、高い信頼性で形成する。
【０００９】
　内側パックの内側で、支持部材－内側カラー部、もしくは、内側トレー－を有する、（
シガレット）パックの場合、この支持部材、もしくは、内側カラー部は、少なくとも１つ
の外方へと整向された立ち上がり部または肉厚部を、外側パックとの閉鎖ラベルの結合を
形成する領域内において備えている。この立ち上がり部は、有利には、材料の型押しによ
って生成する突出部として形成されている。
有利には、この外側パックは、付加的に、または、選択的に、蓋前壁の領域内において、
特に、蓋内側タブの内側面において、肉厚部、もしくは、同様に型押しによって形成され
た（隆起部状の）突出部を備えている。これら内側および外側の突出部は、有利には、こ
れら突出部が、閉鎖ラベルと蓋との間の結合の形成の際に協働するように設けられている
。これら立ち上がり部または突出部は、選択的に、または、付加的に、同様に、外側パッ
クとしてのヒンジ蓋付きボックスの、相応して形成されたカラー部のカラー部前壁におい
ても附設され得る。
【００１０】
　本発明の他の構成において、蓋壁（蓋前壁）と閉鎖ラベルとの間の（局部的に増大され
た）圧力は、材料部片、もしくは、調整部片によって提供され、この材料部片、もしくは
、調整部片が、容易に解離可能に、内側パックにおいて、または、－有利には－基本的に
、標準的に形成されたヒンジ蓋付きボックス（ヒンジ蓋付きパック）の、カラー部の領域
内において設けられている。
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有利には、この調整部片は、（本来的に）このカラー部の一部であり、且つ、解離可能に
、このカラー部と、特に、打抜き部、もしくは、残余結合部を用いて結合されている。
（外側）パックの製造の際に、即ち、蓋の折畳みまたは閉鎖の際に、閉鎖ラベルと蓋との
間の結合の領域内において、必要な当接圧力が生じる。この蓋の最初の開口の際に、この
調整部片は、カラー部から分離され、且つ、閉鎖ラベルと共に、開口位置に移動される。
この調整部片は、閉鎖ラベルの縁部領域との永続的な結合の状態に留まる。
【００１１】
　ヒンジ蓋付きボックスタイプの（外側）パックの、特に優れた構成において、シガレッ
トブロック、特に、密封ブロックは、外側パック内において、有利には、カラー部無しで
設けられている。
この密封ブロックは、開口フラップを有しており、この開口フラップが、弱め線（パーフ
ォレーション）を介して、この密封ブロックの材料、もしくは、壁から形成されており、
且つ、蓋の最初の開口の際に、内側包装体との結合から、有利には、蓋前壁の内側面との
、開口フラップの端部片、もしくは、舌状部の結合に基づいて、分離される。
【００１２】
　開口－、もしくは、閉鎖ラベルの、正確な附設、もしくは、位置決めを、内側パックに
おける大きな面を持つ構成の場合にも保証するために、通常のカラー部を有するヒンジ蓋
付きボックスの場合、外側パックとして、このカラー部は、格別優れた方法で、形成され
る。
カラー部前壁の領域内において通常の切欠き部は、この切欠き部が、このカラー部前壁の
（ほぼ）全幅にわたって延在しており、且つ、有利には、－高さで－、ボックス前壁の、
前面側の、上側のエッジ部（蓋のための閉鎖エッジ部）に至るまで延在しているように、
形成されている。この切欠き部は、側方で、カラー部側方タブによって区画されている。
内側パックの前側面、即ち、内側前壁は、このことによって、全幅にわたって露出し、従
って、閉鎖ラベルの附設と同様に取扱いも容易にされる。
【００１３】
　一般的に、および、特に、内側パックとして、数回にわたって閉鎖可能な密封ブロック
を有する、ヒンジ蓋付きボックスタイプの（シガレット）パックのための他の特徴は、
このパックタイプの場合に通常な蓋内側タブを、位置、形状、および、大きさに関して、
閉鎖された蓋の場合に、この蓋内側タブが、主として、または、有利には、完全に、カラ
ー部前壁の領域内において形成された切欠き部の内側で設けられているように、このヒン
ジ蓋付きボックスの、有利には、別個の裁断片から成るカラー部に対して整列させること
にある。
閉鎖された蓋の場合、このカラー部前壁と、有利には、特別に形成された蓋内側タブとは
、（ほぼ）共通の平面内において位置している。このカラー部前壁の切欠き部は、有利に
は、閉鎖された蓋の場合に、ボックス部のボックス前壁の領域内において、－蓋前壁によ
って形成された閉鎖エッジ部の下側で－、開口部、もしくは、窓部が、有利には、ほぼ、
蓋内側タブの寸法の幅、もしくは、長さで形成されているように、構成されている。
【００１４】
　革新の更なる詳細および特徴は、特許図面内において図示された実施例の説明から与え
られる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】透視図における、内側パック、もしくは、閉鎖ラベルを有する密封ブロックの図
である。
【図２】同様に透視図における、開口された蓋を有するヒンジ蓋付きボックスとして構成
された、全部そろった（シガレット）パックの図である。
【図３】拡大された尺度のもとでの、図２に従うパック上側の領域の縦断面図である。
【図４】外側パックの閉鎖された蓋の場合の、図３に類似した図である。
【図５】透視図における、内側パック、もしくは、密封パッキングの、他の構成の図であ
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る。
【図６】図５の密封ブロックを有する、図２に類似した（シガレット）パックの図である
。
【図７】拡大された尺度における、図６の垂直方向の部分断面ＶＩＩ－ＶＩＩの図である
。
【図８】透視図における、内側パック、もしくは、密封パッキングの第３の構成の図であ
る。
【図９】図８に従う内側パックを有する、図２、図６に類似した図における、シガレット
パックの図である。
【図１０】拡大された尺度における、図９の垂直方向の部分断面Ｘ－Ｘの図である。
【図１１】透視図における、開口した蓋を有するパックの、更に別の構成の図である。
【図１２】傾斜エッジ部を有する構成のための、図１１に類似したパック（八辺形のパッ
ク）の図である。
【図１３】円形エッジ部を有する外側パックのための、図１２に相応する図である。
【図１４】外側パックのカラー部のための、広げられた裁断片の図である。
【図１５】前面図における、内側パック、特に、密封ブロックの図である。
【図１６】ヒンジ蓋付きボックスでもって構成された、（シガレット）パックの図、およ
び、カラー部を有する内側パックの部分図である。
【図１７】拡大された尺度における、図１６に従うパックの上側の部分領域の、切断面Ｘ
ＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩの縦断面図である。
【図１８】眺望面および切断面ＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩに相応する蓋領域内における、縦
断面でもっての前面図における、図１７に従うパックの図である。
【図１９】図１６から図１８に従う（外側）パックのための、広げられた裁断片の部分領
域の図である。
【図２０】拡大された尺度のもとでの、図１８内における一部分ＸＸの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図示されたシガレットパックは、特に、ヒンジ蓋付きボックス、もしくは、ヒンジ蓋付
きパックの構成における外側パック１０と、内側パック１１との間の特別な相互作用に関
する。
特に、多層状の熱的にシーリング可能な密封フォイルとして構成された前記内側パックは
、フォイル裁断片から成っている。この内側パック１１、もしくは、フォイル裁断片は、
内側前壁１３、内側後壁１４、内側側壁１５、内側端壁１６の形成のもとで、シガレット
群１２を囲繞している。同様に存在する内側底壁は、図示されていない。
【００１７】
　シガレット群１２を全面的に囲繞する内側パック１１は、熱的なシーリングによって形
成された結合合わせ目、もしくは、閉鎖合わせ目を有している。
図１、もしくは、図５に従う実施例の場合、側方合わせ目１７が内側側壁１５の領域内に
おいて、しかも、ひれ状合わせ目としての構成において形成されている。更に、横方向合
わせ目１８が、内側後壁１４の領域内において、同様に、ひれ状合わせ目としての構成に
おいて形成されている。この横方向合わせ目１８は、この内側後壁１４のほぼ半分の高さ
において延在している。
図８から図１０に従うパックの場合、内側パック１１は、内側側壁１５の領域内において
、銀紙パック、もしくは、ソフトパックの場合に公知の、且つ、通常の折畳み、即ち、台
形状の折畳みタブの形成のもとでの封筒折畳み１９を備えている。これら折畳みは、同様
に、熱的なシーリングによって、（または、粘着によって、）互いに結合されている。相
応する折畳みは、内側底壁の領域内において設けられている（図示されていない）。
【００１８】
　内側パック１１は、基本的に公知の開口補助体を備えている。
弱め線、特に、パーフォレーション線２０は、開口フラップ２１を形成、もしくは区画し
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、
この開口フラップが、内側端壁１６を横切って、且つ、内側前壁１３の領域内において延
在している。この開口フラップ２１は、開口位置において、内側パック１１の取出し開口
部２２を、シガレットの取出しのために開放する。
【００１９】
　数回にわたって使用可能な開口補助体のための操作手段は、閉鎖ラベル２３からなって
いる。この閉鎖ラベルは、フォイル裁断片として、有利には、内側パック１１の上側、端
面側の領域内において全面的な粘着部を有して、本実施例において、内側前壁１３の領域
内における前面脚部２４、内側端壁１６の領域内における端面部分２５、および、内側後
壁１４における固着脚部２６を有して、設けられている。
この閉鎖ラベル２３は、開口フラップ２１を覆っており、且つ、有利には、全面的に、こ
の開口フラップと粘着されている。この閉鎖ラベル２３の縁部ストリップ２７は、この閉
鎖ラベル２３と並んで、この内側パック１１の領域内と解離可能に粘着されている。
この内側パック１１の開口のために、この閉鎖ラベル２３は、この前面脚部２４の端部領
域－操作フラップ２８－において捕捉され、且つ、この閉鎖ラベル２３の連行のもとで、
開口位置に移動される（図２、図６）。
【００２０】
　閉鎖ラベル２３の操作は、図１から図１０に従い、外側パック１０の開口工程および閉
鎖工程と連動している。
この外側パックは、ヒンジ蓋付きボックスとしての構成において、ボックス部２９、およ
び、蓋３０から成っている。このボックス部２９は、ボックス前壁３１、ボックス側壁３
２、および、ボックス後壁３３を有している。類似した方法において、この蓋３０は、蓋
前壁３４、蓋側壁３５、および、蓋後壁３６でもって形成されている。上側の閉鎖部は、
蓋端壁３７である。
この蓋後壁３６は、このボックス後壁３３と、横方向に整向された線状リンク部３８を介
して、旋回可能に結合されている。この蓋前壁３４は、図示された実施例の場合、二重壁
状に形成されており、即ち、蓋内側タブ３９を備えており、この蓋内側タブが、蓋エッジ
部４０の形成のもとで、蓋前壁３４の内側面に対して折り畳まれ、且つ、この内側面と粘
着によって結合されている。
【００２１】
　閉鎖ラベル２３は、蓋の開口の場合に、この閉鎖ラベル２３が、－開口フラップ２１の
連行のもとで－、同様に開口位置に引っ張られるように、蓋３０と結合されている。この
目的のために、この閉鎖ラベル２３は、蓋前壁３４の内側面と、特に、蓋内側タブ３９の
内側面と、（永続的に、且つ、十分な耐久性を有して）結合されている。
操作フラップ２８は、有利には、点状、もしくは、ストリップ状の接着領域を備えており
、これら接着領域が、閉鎖ラベル２３と蓋３０との間の耐久性のある結合を生じさせる。
【００２２】
　パッキングに従う閉鎖位置におけるパックの形成の際、もしくは、蓋前壁３４の位置決
めの際に、閉鎖ラベル２３、もしくは、操作フラップ２８と、有利には蓋内側タブ３９を
有する蓋前壁３４との間の（接着）結合の形成のために、局部的な押圧力を発生させるこ
とが行われる。
【００２３】
　図１から図５に従う実施例の場合、（粘着）結合を生じさせるために、協動するパック
部材が、突出部、肉厚部、立上がり部、または、その種の他の物を備え、これらが、閉鎖
された蓋３０の場合に、局部的に増大された圧力を発生する。
この実施例の場合、内側パック１１は、内側カラー部４２を備えている。この内側カラー
部は、有利には、（薄い）ボール紙から成っており、且つ、例えば、トレー前壁４３、側
方タブ、側壁、底壁、および、場合によっては、後壁を有して、トレー形状に形成されて
いる。単純化のために、図内において、トレー前壁４３だけが、－密封パック１１の内側
で－図示されている。このトレー前壁４３は、有利には、この内側パック１１の全高さに
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渡って延在している。
更に、上側の１つの領域内において、ヒンジ蓋付きボックスの標準的なカラー部の通常の
切欠き部に相応する、切欠き部４４が形成されている。
【００２４】
　第１の外方へと整向された立上がり部、もしくは、局部的な突出部４５は、内側カラー
部４２に、しかも、トレー前壁４３の領域内において、附設されている。隆起部状の型押
し部として形成されたこの突出部４５は、このトレー前壁４３の上側の領域内において、
切欠き部４４の直ぐ下側で、しかも、蓋３０、もしくは、蓋内側タブ３９との操作フラッ
プ２８の結合部の高さにおいて、設けられている。
この操作フラップ２８は、この実施例の場合、折り重ねられており、従って、閉鎖ラベル
２３の内側面が、外方へと整向されている。接着領域４１は、従って、この操作フラップ
２８の折畳みに基づいて外側面に設けられており、且つ、この蓋３０の閉鎖の際に、もし
くは、蓋前壁３４の折畳みの際に、この蓋内側タブ３９に押圧される。
【００２５】
　外側パック１０は、有利には、相手側圧力部を備えている。蓋前壁３４は、内側面にお
いて、相手側突出部４６を有している。この相手側突出部は、有利には、突出部４５の高
さに設けられており、且つ、閉鎖ラベル２３の結合位置に対して作用する（両側の）押圧
力を増大する。操作フラップ２８は、接着領域４１を用いて、この相手側突出部４６の領
域内において、蓋前壁３４と結合される。
更なる特徴は、有利には、型押しによって形成される相手側突出部４６が蓋内側タブ３９
の領域内において形成されており、従って、蓋前壁３４との、操作フラップ２８のための
内方へと位置ずれされた結合位置が提供されることにある。
【００２６】
　外側パック１０は、（標準的な）ヒンジ蓋付きボックスとして、しかも、カラー部前壁
４８とカラー部側方タブ６２を備える通常のカラー部４７を有して、形成されている。こ
のカラー部前壁４８は、このパックタイプの場合に通常の端面側の切欠き部４９を有して
おり、この切欠き部が、パッキング内容物への外からの取扱いを容易にする。
操作フラップ２８の固定部は、有利には、この切欠き部４９の領域内において位置し、同
様に前記突出部４５、４６も、有利には、この切欠き部４９の領域内において位置してい
る。
閉鎖ラベル２３は、有利には、側方に、ストリップ状の拡大部、即ち、保持ストリップ５
０、が形作られているように形成されている。これら保持ストリップは、内側端壁１６の
全面がこの閉鎖ラベル２３によって覆われているように、この内側端壁１６の領域内にお
いて延在している。短い脚部は、内側前壁１３内へと、および、内側後壁１４内に至るま
で－図示されていない－延びている。
この保持ストリップ５０は、弱め線、もしくは、パーフォレーション線５１によって、こ
の閉鎖ラベル２３の中間の主部分から境界を付けられており、且つ、最初の開口の際に、
この閉鎖ラベルから分離され、従って、内側パック１１との永続的で粘着性の結合の状態
に留まる（図２）。
 
【００２７】
　図５から図７に従うパックは、前記された実施例と十分に合致している状態の、外側パ
ック１０および内側パック１１に関している。
この外側パック１０の蓋３０との、閉鎖ラベル２３、もしくは、操作フラップ２８の結合
に関して、この外側パック１０のカラー部４７が使用される。カラー部前壁４８の、有利
には、慣習的に形成された切欠き部４９の領域内において、結合部片５２が、（内側面に
おける）このカラー部前壁４８の固定のため、および、蓋３０、もしくは、蓋前壁３４の
内側面との、このカラー部前壁の結合のために設けられている。
【００２８】
　結合部片５２は、別個の部分部片として、接着領域４１、もしくは、接着剤ストリップ
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５３を用いて、閉鎖ラベル２３と、特に、操作フラップ２８と、結合可能である。この操
作フラップ２８は、本実施例の場合、折り畳まれず、むしろ、（それ以外は接着剤無しの
）外側面でもって、この結合部片５２に接し、もしくは、この結合部片と結合されている
。
この結合部片５２は、有利には、パックの形成の際に、特に、蓋前壁３４の最終の折畳み
の際に、同様に、接着剤を介して、本実施例において２つの接着剤ストリップ５４を介し
て、この蓋前壁と結合される。同様に、ここで、蓋内側タブ３９の内側面との結合も行わ
れる。この結合部片５２は、その際、一方では、蓋３０、もしくは、蓋内側タブ３９と、
他方では、閉鎖ラベル２３の操作フラップ２８との間の間隔調整の働きをする。
【００２９】
　結合部片５２は、有利には、（もともとは、）カラー部４７の裁断片と、しかも、切欠
き部４９の領域内においてカラー部前壁４８と、結合されている。この結合部片５２は、
ストリップとして形成されており、このストリップが、この切欠き部４９の輪郭に適合さ
れている。このカラー部４７との結合は、容易な分離が、即ち、蓋３０の最初の開口の際
に、可能であるように形成されている。この結合部片５２は、打抜きによって区画された
残余結合部５５を介して、このカラー部４７と結合されている。
本実施例において、一貫した打抜き線５６は、この切欠き部４９の横方向に整向されたエ
ッジ部の領域内において、この切欠き部の輪郭に相応して設けられている。直立した脚部
の領域内だけにおいて、即ち、このカラー部４７のウェブ５７の領域内において、残余結
合部５５は設けられており、これら残余結合部が、カラー部４７との結合部片５２の単一
性を、パックの完成に至るまで保証し、他方では、しかしながら、この蓋３０の開口の際
に、通常の方法で形成された切欠き部４９を開放する。
この結合部片５２は、永続的に、蓋前壁３４の内側面との結合状態のままである（図７）
。
【００３０】
　（密封状態の）内側パック１１の自動式の開口部を有する、特に優れた（シガレット）
パックは、図８から図１０内において図示されている。外側パック１０は、ヒンジ蓋付き
ボックス、もしくは、ヒンジ蓋付きパックの、しかも、更にまた、通常のカラー部が設け
られていない、簡略化された構成である。
【００３１】
　内側パック１１は、開口フラップ２１を有し、この開口フラップが、弱め線５８によっ
て区画されている。この弱め線は、有利には、この内側パック１１の多層状のフォイルの
場合、幾つかの層だけが打抜き線、もしくは、パーフォレーションを備えており、しかし
ながら、このフォイルの少なくとも１つの層、もしくは、被膜が無傷のままであり、従っ
て、この内側パック１１が、当初の状態において、同様に開口フラップ２１の領域内にお
いて密封状態にある、ように形成されている。
【００３２】
　内側パック１１の開口のために、開口フラップ２１が、直接的に捕捉され、且つ、開口
位置に引っ張られる。
この開口フラップ２１は、有利には、内側前壁１３の領域内における下側の端部が、容易
に捕捉され得るように形成され、即ち、輪郭を与えられている。この開口フラップ２１の
端部領域は、舌状部５９として成形されている。この開口フラップ２１の寸法は、合目的
に、この舌状部５９、もしくは、この舌状部の下側の部分が、内側カラー部４２のトレー
前壁４３の領域内において、しかも、このトレー前壁４３の切欠き部４４の下側に、位置
しているように選択されている。
【００３３】
　内側パック１１の開口フラップ２１は、蓋３０と、即ち、蓋前壁３４と、結合されてい
る。この蓋前壁は、有利には、慣習的に、蓋内側タブ３９を備えている。この蓋内側タブ
に、この開口フラップ２１が、本実施例において接着剤ストリップ６０でもって、固定さ
れている。
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この接着剤ストリップは、この開口フラップ２１の領域内におけるこの内側パック１１の
外側面に、しかも、舌状部５９の領域内に、有利には、内側トレー４２の切欠き部４４の
横方向に整向されたエッジ部の下側に、附設されている。
【００３４】
　パック１０の製造の際に、即ち、閉鎖位置における、蓋前壁３４を有する蓋３０の位置
決めの際に、蓋内側タブ３９は、内側パック１１の、即ち、開口フラップ２１の舌状部５
９の、直ぐ近くに設けられている。折畳み工程の際の当接圧力によって、外側面に付着さ
れた接着剤ストリップ６０との結合が形成される。この蓋３０の（最初の）開口の際に、
この開口フラップ２１は、この内側パック１１の裁断片との結合から分離される。この内
側パック１１は、従って、開口される（図９）。
シガレットの取出しは、取出し開口部２２、および、内側カラー部４２の切欠き部４４に
基づいて容易になる。
【００３５】
　この構成の場合、ボックス部２９の外側、もしくは、内側の領域内において、内側パッ
ク１１の内側側壁１５のカバーは設けられていない。
有利には、従って、この内側側壁１５の領域内において、この内側パック１１の封筒折畳
み１９が形成されており、これら封筒折畳みは、開口された蓋の際に、例えば銀紙から成
る、通常の内側包装体の形態を示す。この封筒折畳み１９の折畳みタブは、有利には、熱
的なシーリングによって、互いに結合されている。
【００３６】
　更に、１つの利点は、このパック構成の外側パック１０が、傾斜され直立したパックエ
ッジ部、即ち、傾斜エッジ部６１を、しかも、一貫してボックス部２９と蓋３０の領域内
において、備えていることにある。このパックは、従って、八角形のパック、もしくは、
八辺形のパックとして形成されている。同様に、内側カラー部４２も、この外側パック１
０の輪郭に適合されている。
【００３７】
　図１１から図１３に従うパックの利点は、閉鎖ラベル２３の容易にされた正確な附設の
ための、および、消費者による容易にされた操作性のための構成が実現されることにある
。この閉鎖ラベル２３は、適宜の方法で、同様にストリップ形状の裁断片としても、形成
することは可能である。図示されたパックの実施例の場合、特別に造形された閉鎖ラベル
２３が使用されている。
【００３８】
　１つの特別な構成は、ヒンジ蓋付きボックスとして形成された外側パック１０の、カラ
ー部４７の形態に関連する。
カラー部前壁４８および内側カラー部４２によって区画された切欠き部４９は、特に、こ
の切欠き部が、パック前側面の（ほぼ）全幅にわたって、即ち、カラー部前壁４８の全幅
にわたって、延在しているように、拡大、もしくは、拡張されている。このことによって
、内側パック１１の上側の端面側の領域は、特に、ボックス部２９の、即ち、ボックス前
壁３１の、境界エッジ部、もしくは、横方向に整向された閉鎖エッジ部６３に至るまで露
出される。このことによって、大きな面積の領域は、閉鎖ラベル２３の附設のために、し
かしながら同様に操作のためにも、使用される。
【００３９】
　図１１の実施例の場合、カラー部前壁４８の適当な切欠き部４９によって、内側パック
１１の、もしくは、内側前壁１３の、十分に自由な面積は、ボックス前壁３１の上側で自
由を保持している。開口された蓋３０の場合、蓋側壁３５の領域内におけるカラー部側方
タブ６２だけが、目視可能である。
これらカラー部側方タブ６２は、格別優れた方法で、即ち、傾斜して位置しこの直方体形
状の内側パック１１に対して軽度に後退されている、タブエッジ部６４を有して形成され
ている。これらカラー部側方タブ６２は、従って、上側の領域内において、収斂状の横方
向プロフィルを有して、且つ、水平方向の上側エッジ部への移行部において円形部を有し
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て形成されている。
このパックの安定性は、同様にこの蓋３０の閉鎖位置に関して、有利には、内側パックの
内側での適当に形成された支持部材によって、特に、内側カラー部によって、保証される
。
【００４０】
　カラー部４７は、この実施例の場合、切欠き部４９の下側の境界を備えており、この境
界が、横方向に整向された、有利には、直線状のカラーエッジ部６５として、閉鎖エッジ
部６３の高さで、または、－図示されているように－この閉鎖エッジ部の下側で延びてい
る。
カラー部前壁４８は、ほぼ外側パックの底壁の領域に至るまで、切欠き部４９の大きさお
よび輪郭に適合した状態で延在している。この外側パックは、本実施例において、正確に
直方体形状に、即ち、横断面において直角に直立したパックエッジ部６６を有して、形成
されている。
【００４１】
　図１２は、１つの実施例に関しており、有利には、１つのヒンジ蓋付きボックスにおい
て、－図９に類似する－傾斜エッジ部６１を有する外側パック１０として形成されている
。
カラー部４７は、このパック輪郭に適合されており、その際、カラー部側方タブ６２が、
前面側の傾斜エッジ部６１の領域内において、傾斜脚部６７を有しており、これら傾斜脚
部が、このカラー部側方タブ６２に対して、鈍角のもとで、これら傾斜エッジ部６１の形
状に相応して整向されている。切欠き部４９は、従って、この実施例の場合、これら傾斜
脚部６７によって、もしくは、これら傾斜脚部のタブエッジ部６４によって、区画されて
おり、このタブエッジ部が、蓋端壁３７へと収斂状の幅を有して、有利には、傾斜して整
向されている。
有利には、このパック形状の場合、同様に後側のタブ脚部６８は、後側の傾斜エッジ部６
１の領域内において、カラー部側方タブ６２に設けられている。
【００４２】
　カラーエッジ部６５は、同様にこの実施例の場合にも、有利には、閉鎖エッジ部６３の
下側に位置している。
両方のエッジ部６３および６５は、－有利には、平行に延びた状態で－多角形状に、それ
ぞれに鈍角のもとで互いに整向されたエッジ部分を有して、且つ、ボックス側壁３２へと
上方へ整向されて形成されている。
【００４３】
　図１３は、図１２に類似して形成されたパックを図示しており、このパックの場合、直
立したパックエッジ部が、円形エッジ部６９として、しかも、シガレットの寸法に対して
の適合のもとで、形成されている。これら円形エッジ部６９は、同様に蓋３０の領域内に
おいても、有利には、前側および後側で、延在している。
【００４４】
　カラー部４７は、このパック形態に適合されている。切欠き部４９は、側方で、円形脚
部７０によって区画されており、これら円形脚部が、内側パック１１をこの領域内におい
て囲繞している。これら両側の円形脚部７０は、タブエッジ部６４によって境界されてお
り、これらタブエッジ部が、端面へと末広がりの、切欠き部４９の幅の形成のもとで、図
１２に類似して傾斜して整向されている。
この切欠き部４９の境界に対して、横方向に整向されたタブエッジ部６４は、有利には、
ボックス部２９の同様に横方向に整向された閉鎖エッジ部６３の下側で、少しの間隔を有
して延在している。両方のエッジ部６３、６５は、有利には、直線的に、且つ、互いに平
行に設けられている。
【００４５】
　図１４は、カラー部４７のための広げられた裁断片を、しかも、左側の半分において、
傾斜エッジ部６１を有するヒンジ蓋付きボックスのための構成において、および、左側の
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半分において、円形エッジ部６９を有するヒンジ蓋付きボックスのための構成において、
図示している。
【００４６】
　これらパックの場合に使用される閉鎖ラベル２３は、適宜の方法で、有利には、前面脚
部２４、端面部分２５、および、後側の固着脚部２６の形成のもとで、同様にストリップ
形状の裁断片としても形成され得る。
【００４７】
　図１１および図１２に従う閉鎖ラベル２３は有利である。
これら閉鎖ラベル２３は、（ほぼ）内側パック１１の全幅にわたって延在しており、その
際、有利には、内側端壁１６が、および、同様に、上側の、内側端壁１６に対して隣接す
る、内側前壁１３の領域も、全面的に覆われている。図５に従う実施例の場合、端面部分
２５が、端部側、もしくは、縁部側で、傾斜切片によって、外側パック１０（八辺形のパ
ック）の輪郭に適合されている。
前面脚部２４は、タブエッジ部６４からほんの少しだけの間隔の維持のもとで、ほんの少
しだけ低減された幅を有して形成されている。後方の横方向縁部の領域内において、（粘
着物質の無い）操作フラップ２８が設けられており、この操作フラップが、ここで、有利
には、手で捕捉され得る。
【００４８】
　閉鎖ラベル２３は、開口位置および閉鎖位置内において、全面幅でもって移動可能であ
る。本願で図示されている実施例の場合、この閉鎖ラベル２３の主ストリップ７１は、捕
捉され、且つ、側方の保持ストリップ５０から分離される。これら保持ストリップ５０は
、本実施例の場合、パーフォレーション線５１によって、この主ストリップ７１から、閉
鎖ラベル２３の（最初の）開口の際に、分離可能である。
これらパーフォレーション線５１は、有利には、少なくとも、この閉鎖ラベル２３の脚部
２４および２５の領域内において延在している。
【００４９】
　図１１、図１２に従う特に優れた閉鎖ラベル２３の場合、
パーフォレーション線５１は、－操作フラップ２８を出発点として－末広がりに延びてお
り、従って、主ストリップ７１が、少なくとも、内側端壁１６の領域内において、操作フ
ラップ２８よりも大きな幅を有している。
保持ストリップ５０は、この実施例の場合、閉鎖ラベル２３の全長さにわたって延在して
いる。
【００５０】
　更なる特徴は、横方向に整向された折畳み線７２が、有利には、閉鎖ラベル２３の全て
の構成の場合に、ラベル材料（フォイル）の弱め線として形成されており、その際、パー
フォレーション線が、どんな場合でも多層状のフォイルの内側に位置する密封層の維持の
もとで、このフォイルの部分横断面内において形成されていることにある。このことによ
って、折畳みは、この閉鎖ラベル２３の重要性を阻害すること無しに、容易にされている
。
【００５１】
　内側パック１１は、この実施例の場合、有利には、図１から図１０までとの関連におい
て記載されている方法において、即ち、特に、内側カラー部４２を有して形成されている
。更に、図１１、図１２に従い構成された（大きな面積の）閉鎖ラベル２３は、
同様に図１から図７までのパックの場合にも使用され得る。
【００５２】
　ヒンジ蓋付きボックス／ヒンジ蓋付きパックとして構成された、外側パック１０を有し
、且つ、有利には、密封ブロックとしての内側パック１１を有する（シガレット）パック
の形成に関する更なる特徴は、図１５から図２０までに示されている。
【００５３】
　図１５は、密封ブロックとして構成された内側パック１１の前面図である。前面脚部２
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４に関して目視可能な閉鎖ラベル２３は、ここで、（ほぼ、）図１１および図１２に従う
構成に相当している。
【００５４】
　この特徴は、優先的に、本発明において例示的に円形エッジ部６９を有して構成されて
いる、外側パック１０の構成に関係する。
カラー部４７－別個の裁断片から成る－は、原則的に通常の切欠き部４９を備えており、
この切欠き部が、パックの前面側（カラー部前壁４８）の領域内において、側方のウェブ
５７から区画されている。この切欠き部４９、もしくは、ウェブ５７は、この領域内にお
いて、傾斜して整向されたウェブエッジ部７３によって区画されており、これらウェブエ
ッジ部が、端面へと末広がりの切欠き部４９を区画している。この切欠き部４９は、有利
には、ボックス前壁３１の閉鎖エッジ部６３の下側の領域内に至るまで延在している。
横方向に整向されたカラーエッジ部６５は、直線状である。
【００５５】
　閉鎖ラベル２３は、少なくとも、カラー部前壁４８の切欠き部４９の領域内において、
操作フラップ２８を有して設けられており、従って、開口された蓋３０の場合、例えば手
で捕捉され得る。
更に、開口フラップ２１の主ストリップ７１を区画するパーフォレーション線５１は、切
欠き部４９の内側で、有利には、ウェブエッジ部７３に対して平行に延在している。この
開口フラップ２１の操作の際に、－および、この主ストリップ７１の取り外しの際に－、
従って、この閉鎖ラベル２３の側方の領域、即ち、本実施例において保持ストリップ５０
は、主としてウェブ５７の領域内において残留し、これらウェブによって覆われている。
【００５６】
　外側パック１０の蓋内側タブ３９は、格別優れた方法で、即ち、閉鎖された蓋の場合に
、この蓋内側タブ３９が、（おおよそ）完全に、従って、特に、相互のオーバラップ無し
に、カラー部前壁４８の切欠き部４９の内側で位置するように形成され、且つ、設けられ
ている。
このことによって、蓋内側タブ３９が、閉鎖された蓋３０の場合、（ほぼ）カラー部前壁
４８と同一平面上に位置する（特に、図１７）ことは達成される。このことは、この蓋３
０のより良い閉鎖位置を誘起する。
【００５７】
　カラー部前壁４８の部分領域にわたってだけ－幅において－延在する、切欠き部４９を
有するカラー部４７の形成の際、蓋内側タブ３９は、少なくとも、大きさおよび位置決め
に関して、有利には、同様に輪郭に関しても、切欠き部４９に適合されているべきである
。
この切欠き部４９の、－有利には－台形状の輪郭の場合（図１６、図１８）、
蓋内側タブ３９は、有利には、同様に、蓋前壁３４を有する蓋内側タブ３９の結合線より
も大きく、且つ、長い、外側エッジ部７４でもって、即ち、折畳みによって形成された蓋
エッジ部４０でもって、台形状に形成されている（図１９）。
裁断片の長手方向における蓋内側タブ３９の寸法は、有利には、この（折り畳まれた）蓋
内側タブ３９が、ほぼ、蓋前壁３４の全部の寸法（高さ）にわたって延在しているように
選択されている。
この蓋内側タブ３９の、傾斜して、もしくは、収斂状に延びる側方エッジ部７５は、本実
施例において、ウェブエッジ部７３に対して平行に、且つ、このウェブエッジ部から間隔
をもって、設けられている。
【００５８】
　更なる特徴として、閉鎖エッジ部６３の領域内において、有利には中央で、窓部７６が
形成されている。この窓部は、ボックス前壁３１の自由な縁部における、凹部、もしくは
、切り抜き部から成っている（図１９）。
この窓部７６は、閉鎖エッジ部６３の中断部、即ち、ボックス部２９の閉鎖エッジ部６３
における、蓋エッジ部４０の当接部の中断部である。この窓部７６の領域内において、内



(17) JP 2017-526586 A 2017.9.14

10

20

30

40

50

側パック１１、もしくは、内側前壁１３が目視可能である。カラー部前壁４８の切欠き部
４９は、有利には、この窓部７６が、完全に、この切欠き部４９の領域の内側に位置する
ように、寸法を設定、及び／または、形成されている。
この閉鎖エッジ部６３に沿っての窓部７６の寸法は、蓋エッジ部４０、即ち、蓋前壁３４
と蓋内側タブ３９との折畳みエッジ部が、十分に、パックの横方向における窓部７６の寸
法に相当しているように、選択されている。
折畳みエッジ部として形成された蓋エッジ部４０によって、ほんの少しだけの位置ずれ７
７が生じ、この位置ずれは、窓部７６に基づいて、目立たない状態に留まる。
【００５９】
　本実施例の場合、操作フラップ２８は、粘着－接着点７８－によって、蓋前壁３４の内
側面と、特に、蓋内側タブ３９と結合されている。
【符号の説明】
【００６０】
　１０　外側パック
　１１　内側パック
　１２　シガレット群
　１３　内側前壁
　１４　内側後壁
　１５　内側側壁
　１６　内側端壁
　１７　側方合わせ目
　１８　横方向合わせ目
　１９　封筒折畳み
　２０　パーフォレーション線
　２１　開口フラップ
　２２　取出し開口部
　２３　閉鎖ラベル
　２４　前面脚部
　２５　端面部分
　２６　固着脚部
　２７　縁部ストリップ
　２８　操作フラップ
　２９　ボックス部
　３０　蓋
　３１　ボックス前壁
　３２　ボックス側壁
　３３　ボックス後壁
　３４　蓋前壁
　３５　蓋側壁
　３６　蓋後壁
　３７　蓋端壁
　３８　線状リンク部
　３９　蓋内側タブ
　４０　蓋エッジ部
　４１　接着領域
　４２　内側カラー部
　４３　トレー前壁
　４４　切欠き部
　４５　突出部
　４６　相手側突出部
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　４７　カラー部
　４８　カラー部前壁
　４９　切欠き部
　５０　保持ストリップ
　５１　パーフォレーション線
　５２　結合部片
　５３　接着剤ストリップ
　５４　接着剤ストリップ
　５５　残余結合部
　５６　打抜き線
　５７　ウェブ
　５８　弱め線
　５９　舌状部
　６０　接着剤ストリップ
　６１　傾斜エッジ部
　６２　カラー部側方タブ
　６３　閉鎖エッジ部
　６４　タブエッジ部
　６５　カラーエッジ部
　６６　パックエッジ部
　６７　傾斜脚部
　６８　タブ脚部
　６９　円形エッジ部
　７０　円形脚部
　７１　主ストリップ
　７２　折畳み線
　７３　ウェブエッジ部
　７４　外側エッジ部
　７５　側方エッジ部
　７６　窓部
　７７　位置ずれ
　７８　接着点
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【図１９】

【図２０】
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